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研究成果の概要（和文）：　日本では官僚が議員に政策作成に必要な情報を提供しているが、米国でこの役割を果たし
ているのがロビイストである。ロビイストは、①説得するべき議員を絞り込み、②議員やスタッフとつながりを作り、
③有権者を活用し、④草の根グループを支援し、⑤議員の関心事や地域的影響に焦点を絞り、⑥異なるグループによる
連合体を形成し、⑦シンクタンクを活用し、⑧議員を教育し、⑨メディアを利用する。
　政権が自民党に戻った現状では、ロビイストという職業が日本でも成立する余地は小さいが、米国のように議会が博
士課程を修了した理系研究者を議員とスタッフの教育用として雇用することも考えられよう。

研究成果の概要（英文）：While national government officers have provided parliament members with necessary
 information in Japan, lobbyists have been playing the role in the USA. Lobbyists 1) target the lawmakers 
to persuade, 2) obtain access to them and staff, 3) activate and mobilize lawmakers' constituents, 4) supp
ort grassroots, 5) focus on their interests and local impacts, 6) build partnerships or stakeholder groups
, 7) utilize think-tanks, 8) educate them, and 9) support media and education campaigns.
It is unlikely that lobbyist becomes an established profession in Japan because Liberal Democratic Party r
eturned to power. However, the Japanese Parliament may hire scientists and engineers with doctor degree to
 educate parliamentarians and their staff as done in the USA.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 本研究を申請した時点（平成２２年度）で
政権を担当していたのは民主党であった。民
主党は脱官僚を旗印にして、政府の意思決定
から官僚を排除し、政治家が自ら政策を企画
立案する政権を目指していた。これは、政策
の決定と実施する機関を明確に区分した米
国型の制度を意識したものと考えられる。 
 それまでの自民党政権下では、政策に関す
る企画立案はもっぱら官僚が行い、必要な情
報は官僚が有していた。民主党が政権を担い
意思決定から官僚を排除するならば、官僚に
代わって情報を収集し、議員に提供する役割
を担う者が必要となるはずである。米国でそ
の役割を担っているのがロビイストである。
しかし、日本には現在のところ官僚機構以外
にそのような役割を有するものは実質的に
は存在していない。 
 気候変動政策に関しては、民主党政権は、
コペンハーゲン合意の付属書に条件付きな
がらも、温室効果ガス削減中期目標として
1990 年比で 25％減をコミットした（平成２
５年、自民党政権下の日本政府はこれを撤回
し、3.8％減とした）。しかし、この目標は当
時から実効性に欠け、「自殺行為」とまで言
われた。対策に決定打がないからである。温
室効果ガス削減のためには、技術開発の他、
こまめな節電を行うというような環境意識
の向上も重要ではあるが、不可欠なのは環境
税や排出量取引などの経済的手法の導入で
ある。これに対しては経済界が強く反発し、
市民の間にも新税導入には否定的意見が少
なくない。 
 実効性ある気候変動対策の導入を可能な
らしめるのは、意思決定者すなわち国会議員
の意思である。しかし、国会議員が自己の選
挙区内で反発が発生しそうな政策に対して
支持を表明することは容易でない。まず、国
会議員自身が地球温暖化対策の必要性を実
感することが不可欠である。国会議員の意思
決定には政策秘書が影響を与えうる。しかし、
政策秘書の多くも環境を専門としているわ
けではなく、知見や関心の深さも一般市民と
大差ない。 
 官僚を意思決定から排除するのであれば、
誰がその役割を担うのか。そして、気候変動
対策の積極的実施を議員に決断させるのは
誰なのか。そのヒントを得るために米国連邦
議会のロビイストの現状と、日本政府の立法
過程を調査することとした。 
 
 
２．研究の目的 
 日本の政策秘書や米国のロビイストが地
球温暖化問題について、①どのような知見を
有し、② 議員に対しどのような助言を行い、
③それが議員の意思決定にどのように影響
を及ぼし、さらに、④政策秘書やロビイスト
が今後どのような情報・知見を求めているか
について調査を行う。そして、日本で環境ロ

ビイストが成立するための条件について整
理する。 
 
 
３．研究の方法 
 米国のロビイスト及びロビイストの背後
にあって情報を提供し、政策決定に重要な役
割を及ぼすシンクタンクの役割について文
献調査及びヒアリング調査を行う。 
 日本の官僚にヒアリングを行い、従来型の
日本の政策決定における官僚の役割を明ら
かにする。 
 これらをもとに日本に環境ロビイストが
成立できるか否かを明らかにする。 
 
 
４．研究成果 
（１）米国におけるロビイストの活動 
 ロビイストの任務は、依頼人の希望に沿う
ように法律や政策を支持し、反対し、あるい
は変更させることにある。そのために議員や
関係機関の職員を説得する。ロビイストはひ
とつの手段に頼るのではなく、以下に述べる
ように多くの異なった手法を用いるが、最も
重要なことは、議員やそのスタッフと信頼関
係を構築することである。信頼が損なわれれ
ば、すべてが無に帰することになる。 
 
①説得する議員を決める 
 ロビイストは全議員を説得するのではな
く、委員会の要職を占める、影響力を有する、
あるいは、特定の課題について決定権を持つ
議員などをターゲットとする。依頼された問
題についてどの委員会が担当し、誰が議長で
あり、彼らがどの地域を代表しているかを知
ることが重要である。 
 そうして、説得すべき議員の過去の投票行
動を調べる。例えば、２００９年から１０年
にかけて気候変動関連法案が審議された際
には、環境保護グループは中立あるいは態度
未定の議員に絞ってロビイングを行った。 
 
②議員やスタッフとつながりを作る 
 議員を説得するためには議員やそのスタ
ッフと個人的なつながりを持たなければな
らない。そのためにロビイストは議員や議会
スタッフについて調査し、レセプションや公
聴会、キャンペーンのイベントなどにまめに
足を運ぶ。 
 大規模な業界団体やロビイング団体は、彼
らが説得しようとする議員やスタッフとコ
ネクションのある議員やスタッフ、行政官の
経験者を雇用する。２０１１年に議会にロビ
イストとして登録されている者のうち、２９
００名が元議会スタッフであった。 
  
③有権者の活用 
 議員を説得するのには、彼／彼女の選挙区
外から何百通の手紙を送るよりも、選挙区か
ら数通のメールやコンタクトがあった方が



はるかに有効である。最も効果的なのは、選
挙区からタイミングをとらえて、明確な行動
を求めることである。「貴方の委員会で審議
中の気候法案に賛成してください」というよ
うに。 
 ロビイストは、選挙区内の有力者や地域住
民のグループ、選挙キャンペーンの大口の資
金提供者を使って、議員に圧力を加える。 
 
④草の根グループの支援 
 いわゆる草の根運動を資金面などで支援
し、大衆の注意を引く手法も用いられる。利
益団体が、世論を誘導するいわゆる「アスト
ロターフ」（人工芝の商標で、ここでは一見、
草の根に見えるが実は利益団体が組織した
運動体を意味する）を利用することもある。
そのような団体は本来意図するところと異
なる名称をつけることがある。例えば、絶滅
の危機にある種のリストから特定の生物種
を除外することを目的として土地所有者な
どが組織した Save Our Species Alliance 
や、気候変動対策は失業を増大させると主張
する EnergyCitizen.org などがその例で
ある。 
 
⑤議員の関心事や地域的影響に焦点を絞る 
 気候変動は地球規模の問題ではあるが、議
員を説得する場合には、議員の関心事項や選
挙区と密接に関連する事項を提示する。安全
保障に関心の高い議員には化石燃料の節約
が海外の石油の依存率を減らすことを、保守
派の議員には新エネルギーの雇用創出効果
を示す。沿岸地域に関心を有する議員には温
暖化による沿岸環境への影響を訴える。石油
産業会がカリフォルニアの大気汚染規制の
緩和を試みた時、環境保護派は「地域大気汚
染とグリーンジョブ」を訴えた。 
 
⑥異なるグループによる連合体形成 
 異なる目的を有するグループを一つの目
的に向けて連合させられれば、幅広い支持者
を集められて、効果的である。The U.S. 
Climate Action Partnership は、温室効果ガ
スの規制策導入を目指した多数の運動体に
よって構成された連合体である。この連合は
環境団体と産業団体の間の利害調整を行う
ための調整役を雇用している。このような連
合体は様々なメディアからの情報発信が可
能であるし、温暖化対策は失業を生むという
ような議論に対しても効果的な反論が行え
る。 
 
⑦シンクタンクの創設 
 米国にあるシンクタンクの多くは複数の
財源を持ち、独立した科学レポートを作成し、
社会的にも尊敬されている。その分析結果は
多くの政治家にも利用されている。 
 一方で、主に特定の利益団体や産業グルー
プのみによって作られたシンクタンクは気
候変動の科学に反対する。代表的なのが、ハ

ートランド研究所、ジョージ・Ｃ・マーシャ
ル研究所、競争的企業研究所である。保守派
によって設立されたヘリテージ財団は、気候
変動論争に関する大量のニセ情報を国会議
員に提供している。憂慮する科学者連合によ
れば、「エクソンモービル社は自社のホーム
ページで気候変動に対する憂慮を示しては
いるが、その影響力は、彼らが２００２年か
ら０６年にかけて４４万ドルを寄付したハ
ートランド研究所が積極的にばらまいてい
る気候変動に関するニセ情報の影響力に比
べたらはるかに小さい」 
 
⑧議員の教育 
 ロビイストの最も重要な機能は、議員やス
タッフの教育である。気候科学は複雑であり、
政治家を教育するためには長い時間を必要
とする。そのため、環境保護グループは何回
もブリーフィングを行う。議員スタッフの教
育も議員の考え方を変えるために重要であ
る。Environmental Defense Fund に所属する
気候科学者は議会事務局の初級スタッフに
対して、長時間をかけて気候変動の科学につ
いて教育を行った。 
 議員が投票行動を変えるためには、多忙な
議員に資料を読んでもらわなければならな
い。そのために、１ページに完結にまとめた
資料が効果的で、保守的なヘリテージ財団は
そのような、すぐに読める簡潔な資料を頻繁
に配布している。 
 
⑨メディアの利用 
 メディアは世論を形成するために重要な
役割を果たす。メディアによるキャンペーン
は、特定の問題にスポットライトを当てたり、
ときには、大衆の不安心理を緩和したりする
ために行われる。その好例は１９９３年にヘ
ルスケアの改革を阻止するために数百万ド
ルを投じて行われた１年にわたる「ハリーと
ルイーズ」のキャンペーンである。この中年
カップルは頻繁にテレビに登場し、改革がど
れほど良くないものであるかを示し、法案に
反対する政治家に接触するように有権者に
求めていた。 
 気候変動政策に反対するめに、エクソンモ
ービル社はシンクタンクが開催するセッシ
ョンや、大学での講演会、経済アナリストに
よる講演会場、商工会議所でのスピーチなど、
様々な場所に彼らの息のかかった専門家を
送り込んだ。さらに、科学者に論文を執筆さ
せ、それを「信頼できる科学者」の意見とし
て、様々な場所で引用した。 
 
（２）日本における立法過程 
①議員立法 
議員が立法をする場合には政調会の承認

を得ることが原則であるが、議員連盟が法案
を提出する場合もあり、その時には政調会は
関与できない。法案は衆議院法制局が原案を
作成する。 



野党提案は法制局のみが関わるが、与党
提案の場合には、官庁に案文作成が依頼され
ることがある。その場合、方針だけが議員か
ら示される場合もあれば、内容について「も
っと○○してほしい」「政令でなく法律に書
き込むようにしてほしい」という要請が官庁
に寄せられることもある。 
作成された法案は、衆議院法制局でチェッ

クされたのち、国会に提案される。 
議員立法は合意プロセスが速いので、迅速

な対応が必要な事項について行われること
が少なくない。例えば、原発対応の除染関連
法は議員立法である。そして、この法律に関
連して公害関係法をどう変えていくかは、中
期的な検討課題であり、閣法で対応すること
になるだろう。 
官庁が議員立法を求めるときには、関係省

庁に基本的な合意を得ていることが前提で
ある。そうでないと、議員立法後に内閣意見
がついてしまう可能性が生じる。 
 
②閣法について 
米国と日本の法律の違いは、米国は誰にで

もわかるように平易な文章で書かれている
ことである。ある意味いい加減で、問題が生
じれば判例で対応している。日本では、法制
局が厳密に精査するので、立法後に既存制度
との間に齟齬が生じるようなことはない。そ
の一方で、普通の議員では簡単には書けない。 
閣法は省内の局議で決定したものを、官房

ヒアリングで審査され、次官が作成を決定す
る。官房ヒアリングで否定された法案を次官
が復活させることもある。 
業界の言うことを官僚は聞くし、その意向

に沿うように法案を作成することもある。そ
の理由は、業界の希望を実現することで、（貸
しを作って）業界に対する影響力を持つため
である。また、官僚が自分の政策を実行する
時に、賛同を得やすくなる。官僚個人ではな
く、組織と組織との関係である。 
 
（３）日本における環境ロビイストの可能性
について 
 研究計画作成時には脱官僚をスローガン
とする民主党政権が誕生し、ロビイストが活
躍する余地が日本にも増したかと思われた。
しかし、現状では法案作成は官僚に頼らざる
を得ないのが現実であった。さらに研究期間
中に政権が再び自民党に移り、以前からのス
タイルに戻ってしまった。 
 是非はともかく、日本では米国型の立法プ
ロセスを期待することは難しい。また、ヨー
ロッパ諸国でも政府提案の法律が圧倒的多
数であり、むしろ米国型が特殊である。その
ような状況が続く限り、日本でロビイストが
職業として広く成立する状況は考えにくい。 
 しかし、気候変動問題は高度な科学に基づ
いたものであり、与野党を問わず、政治家や
議員秘書はそれを正しく理解しなければな
らないことはいうまでもない。 

 米国の事例で日本が参考にできそうな事
例は、議会が理系の博士課程修了者を議会ス
タッフとして雇用していることである。彼ら
は、専門知識を生かして議員や議員スタッフ
を教育している。そして、本人が関心を持て
ば、将来は政治の道に進むことができる。一
時的にせよ、長期にせよ、博士課程修了者の
雇用促進の意味も含め、検討に値する制度で
あろう。 
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